
 

グループホームななつかたばみ 重要事項説明書 

 

 

１ 事業所の概要 

事 業 所 名 グループホーム ななつかたばみ 

所  在  地 高知県高知市長浜４９７２番地５ 

管  理  者  小栗 優・中山 直子 

電 話 番 号  ０８８－８７９－１９１２ 

F  A  X 番 号  ０８８－８７９－１９１３ 

事業所指定番号  ３９９０１０１１６８ 

 

 

２ 事業所の目的及び運営方針 

事業の目的 

要支援２または要介護者であって認知症の状態にある入居者に

対し、共同生活住居において適切な介護予防認知症対応型共同生

活介護または認知症対応型共同生活介護を提供することにより、

自立した日常生活が営めるよう支援する。 

運営方針 

認知症高齢者の特性を理解し、個人の人格を尊重しながら地域社

会の中で人々との関わりを保ち共同生活住居において、その本人

の有する能力を最大限に発揮し、自立した日常生活を営むことが

できるよう努める。 

 

 

3 職員体制 

職     種 常 勤 非常勤 計 備  考 

管  理  者 ２名 ０名 ２名 管理者１名は、介護業務を

兼務する。管理者１名は、

計画作成担当者と介護業

務を兼務する。 

計画作成担当者１名は、介

護業務を兼務する。 

計画作成担当者 ２名 ０名 ２名 

介 護 職 員     １３名以上 

 

 

4  職務内容 

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務を一元的に行う。 

 計画作成担当者は、入居者及び家族の希望・心身状況等を勘案し介護計画の作成を 

 行う。 

 介護職員は、介護計画に基づき入居者の介護業務に当たる。 

 



 

５ サービス内容 

サービスの種類 内            容 

入 所 定 員 定員 ２ユニット １８名（全室個室） 

食     事 

栄養バランスと入居者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を入

居者と一緒に作ります。（但し、食材料費は給付対象外です） 

（食事時間） 

 朝 食   ７：３０ ～  ９：００ 

 昼 食  １２：００ ～ １３：３０ 

 夕 食  １７：００ ～ １８：３０  

入     浴 
年間を通じて毎日入浴できます。また、必要に応じ個別にシャワ

ー浴なども行います。 

排     泄 
入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自

立についても適切な援助を行います。 

機 能 訓 練 レクリエーション、趣味活動を通じて行っていきます。 

そ  の  他 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助

します。また、行事等を取り入れ入居者間の交流や、生き甲斐づ

くりの援助を行います。 

※ 事業所はサービス提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

 

６ 利用料金 

（１） 介護保険制度では、要支援介護度又は要介護度によって利用料が異なります。 

  介護保険給付対象サービスを利用する場合は、１日あたり別紙（別表１－１） 

  または（別表１－２）または（別表１－３）に記載の自己負担額をお支払いいただ 

  きます。 

 

（２）その他の料金（介護保険給付対象外サービス） 

  以下のサービスは、介護保険給付対象外のサービスとなりますので、全額が入居者

の負担となります。 

種  類 金  額 サービス内容 

家  賃 
４０，０００円／月 

 

建物維持管理代等、通常の事業所利用に係る

家賃（暦月の１日～末日までを算定期間と

し、全日利用の場合でも、１日利用の場合で

も同額を徴収する。また、生活保護受給者に

ついてはその地域の住宅扶助の限度額まで

減額措置を講じる。） 

食材料費 １，３００円／日 
食材料費及び調理に係る費用 

（電気、水道、ガス等） 

光熱水費 ２５０円／日 電気、水道、ガス等に係る費用 

そ の 他 実  費 
入居者の希望により、上記以外の介護保険給

付対象外のサービスを提供した場合の費用 

※ 食材料費については、外出・外泊（入院を含む）の場合、３食の内、１食でも摂ら 

れた時は、全額（日額）を徴収させていただきます。 

※ 家賃については、本人が入院された場合、在籍している期間の全額（月額）を徴収

させていただきます。 

※ 保証金（敷金）については、微収いたしません。 

 



（３）支払い 

   前記（１）（２）の料金・費用の１ケ月の合計額を請求させていただきますので、

翌月２５日に下記の方法でお支払い下さい。 

（１） 原則として、金融機関口座からの自動引き落としとさせていただきます。 

ご利用できる金融機関（高知銀行） 

 

（２） どうしても自動引き落としができない方は、下記の方法でお願い致します。 

① 事業者指定口座への振込み（振込先は請求書に記載） 

② 窓口で現金支払い（但し、２名以上の職員でお預かりの対応をさせていた

だきますので、事前に事業所までご連絡のうえお越し下さい。） 

※ 保険料の滞納などにより、市町村から保険給付金が支払われない場合は、一旦利 

用料金（１０割）をいただき、サービス提供証明書を発行します。サービス提供証

明書を後日市町村の窓口に提出しますと、払い戻しをうけることができます。 

７ 協力医療機関等 

医療機関名 診療科 所  在  地 

朝倉病院 内科 高知県高知市朝倉丙１６５３－１２ 

赤岡医院 内科 高知県香南市赤岡町５６９ 

藤井クリニック 内科 高知県高知市朝倉乙９８８ 

フカミ歯科 歯科 高知県高知市十津３丁目６－２６－１ 

訪問看護ステーション 

キセキレイ 
 

高知県南国市大埇４０６－５号 

南国マンション２０５号 

 

８ 協力支援施設 

施  設  名 所  在  地 

ユニット型特別養護老人ホーム もとちか 高知県高知市長浜４９７５番地 

介護老人保健施設  しお風 高知県香南市赤岡町１１８６－１ 

 

９ 相談窓口・苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

事業所相談窓口 

電話番号 ０８８－８７９－１９１２ 

ＦＡＸ番号 ０８８－８７９－１９１３ 

担 当 者 小栗 優 

受付日時 平日 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

（２）公的機関相談窓口 

設置市町村 

高知市役所    

健康福祉部 

介護保険課 

所在地 高知県高知市本町５丁目１番４５号第２庁舎２階 

電話番号 ０８８－８２３－９９７２ 

ＦＡＸ番号 ０８８－８２４－８３９０ 

受付日時 

午前８時３０分～午後５時１５分 

土、日、祝日および年末年始（１２月２９日～ 

１月３日）を除く 

高知県国民健康保

険団体連合会 

所在地 高知市丸ノ内２丁目６番５号 

電話番号 （０８８）８２０－８４１０・８４１１ 

ＦＡＸ番号 （０８８）８２０－８４１３ 



受付日時 

午前９時～正午、午後１時～午後４時まで 

＊土、日、祝日および年末年始（１２月２９日～ 

１月３日）を除く 

 

１０ 施設利用にあたっての留意事項 

（１）外出・外泊を希望される場合は、事前に届出が必要ですので、職員までお申し出下

さい。 

（２）決められた場所以外での喫煙は、お断りいたします。 

（３）事業所内の設備・備品等は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用

により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

（４）他の入居者の迷惑になる行為は、ご遠慮願います。 

（５）金銭・貴重品を自己管理できない方は、事前に事業所にお預け下さい。 

（６）備品等を持ち込まれる方は、事前に職員までお申し出下さい。 

（７）外泊時等の事業所外での受診は、緊急時以外ご遠慮下さい。万一、受診された場合

は、必ず職員までお申し出下さい。 

（８）サービス提供により入居者に事故等が発生した場合は、速やかに市町村・入居者の

保証人及び家族・居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

ます。また、事故再発防止に努めます。 

（９）サービス提供により入居者に事故等が発生した場合は、事故の状況及び事故に際し

て採った処置について記録します。 

（１０）事業所のサービス提供にあたり故意又は、重大な過失により入居者に損害が生じ

た場合は、速やかにその損害を賠償致します。但し、自らの責めに帰すべき事由に

よらない場合はこの限りではありません。 

（１１）事業所では、「認知症高齢者グループホームの入居者が重度化した場合における対

応に関する指針」別紙（別表－２）を定めております。 

（１２）入居者の安全を守るための防犯対策及びリスクマネジメント体制を整えることを

目 

      的に、施設の共有部分の一部に見守りカメラを設置しております。 

 

１１ 非常災害対策 

災害時等における入居者の安全を確保するために、地域消防署及び地域住民との連携を

図り、緊急時の連絡体制を整備します。また、消防計画に基づき防災訓練を実施します。 

 

１２ 虐待防止に関する事項 

（１） 事業所は、高齢者虐待防止法に基づいて、虐待防止に努めると共にその発見、通報、 

保護を積極的に行い関係機関との連携を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を作成し、虐待防止のための体制を整備しております。 

（３）事業所において高齢者に対する身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待や 

養護を著しく怠ることのないよう、定期的に虐待防止に向けての研修を実施します。 

（４） 高齢者虐待を発見又はその情報を入手した場合は速やかに関係機関に通報します。 

（５） 苦情解決処理規程に沿った適切かつ迅速な対応により、入居者並びに高齢者の権利 

を擁護します。 

 

１３ 身体的拘束等の適正化に関する事項 

（１）事業所は、原則として入居者に対して身体拘束は行いません。但し、本人又は他の

入居者等の生命及び身体を保護する目的で緊急やむを得ない場合に限り、入居者の行動を

制限する行為を行うことがあります。なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しま

す。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を作成し、体制を整備しております。 

 

 

 



 

 

１４ 第三者評価の実施状況 

 

実施した評価機関名称 運営推進会議 

実施した直近の年月日 ２０２５年２月１９日 

評価結果の開示 １  有    ２  無 

  ※ 評価結果については、入居者及びその家族に対して送付すると共に、事業所内に

掲示します。  

 

 

説明確認欄 

 

     年   月   日 

 

契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。 

 

事業所  住所    高知県高知市長浜４９７２番地５ 

事業所名  グループホーム ななつかたばみ 

説明者                 ㊞ 

 

 

 

 

契約の締結にあたり、上記の説明を受けその内容に同意いたします。 

 

 

入居者   住 所  

 

               氏 名              ㊞ 

 

 

契約者 

（代筆者）  住 所 

 

氏 名              ㊞ 

 

入居者との続柄  （        ）  


